
 

 

令和７年度  第１回山梨地方最低賃金審議会 

 

と  き：令和７年７月１４日 

ところ：山 梨 県 Ｊ Ａ 会 館 

 

次    第 

 

１  開  会 

 

２  局長あいさつ 

 

３  委員紹介 

 

４  議  事 

（１）会長及び会長代理の選出について 

（２）運営小委員会の委員の指名について 

（３）山梨県最低賃金の改正決定の諮問について 

（４）山梨県最低賃金専門部会の設置について 

（５）最低賃金審議会の公開・非公開について 

（６）労使からの意見聴取について 

（７）今後の審議会日程について 

（８）特定最低賃金検討委員会の委員の選出について 

（９）その他 

 

５  閉  会 



日時：

場所：

● 小林委員 長谷川委員 ●

● 櫻井委員 早川委員 ●

● 白倉委員 丸茂委員 ●

● 船渡委員 山岸委員 ●

● 松長委員 依田委員 ●

室
長
補
佐

賃
金
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長
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働
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長

労
働
基
準
部
長

監
督
課
長

● ● ● ● ●

令和７年度　第１回山梨地方最低賃金審議会  配席表

令和７年７月１４日(月)

午前１０時００分～

山梨県ＪＡ会館６階中会議室

石
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今
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後
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松
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口

● ● ● ● ●



石 垣
い し が き

千 秋
ち あ き

〇 今 井
い ま い

幸 一
こ う い ち

岡 松
お か ま つ

恵
めぐみ

門 野
か ど の

圭 司
け い じ

◎ 後 藤
ご と う

光 利
み つ と し

小 林
こ ば や し

正 博
ま さ ひ ろ

櫻 井
さ く ら い

澄 人
す み と

白 倉
し ら く ら

範 人
の り ひ と

船 渡
ふ な と

義 昭
よ し あ き

松 長
ま つ な が

浩 子
ひ ろ こ

長 谷 川
は せ が わ

正 一 郎
しょういちろう

早 川
は や か わ

幸 夫
ゆ き お

丸 茂
ま る も

正 樹
ま さ き

山 岸
や ま ぎ し

正 宜
ま さ よ し

依 田
よ だ

訓 彦
く に ひ こ

※ 50音順･敬称略

国立大学法人山梨大学大学院総合研究部教育学域 准教授

国立大学法人山梨大学生命環境学部地域社会システム学科 准教授

15 人 使 用 者 を 代 表 す る 委 員 ５ 名

会長：◎ 会長代理：○

２年定 数 労 働 者 を 代 表 す る 委 員 ５ 名 任　期

氏 名 職 名 等

【公益を代表する委員】

公立大学法人都留文科大学教養学部社会学科 教授

電機連合山梨地方協議会 事務局長

日本労働組合総連合会 山梨県連合会　副事務局長

【使用者を代表する委員】

山梨県経営者協会　専務理事

（株)少國民社　代表取締役社長

後藤法律事務所　弁護士

（株）マルモ　代表取締役社長

長谷川醸造（株）代表取締役社長

山梨県中小企業団体中央会 専務理事

山梨県納税貯蓄組合総連合会 専務理事

山 梨 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 委 員 名 簿

令和７年５月４日任命

委 員 公 益 を 代 表 す る 委 員 ５ 名

【労働者を代表する委員】

日本労働組合総連合会 山梨県連合会　副事務局長

ＵＡゼンセン山梨県支部 支部長

ＪＡＭキトー労働組合　執行委員長



月 日 曜 対象 場所

14 月 第１回本審（地賃改正諮問） 午前10：00～ 全員 山梨県ＪＡ会館

29 火 第１回専門部会 午前10：00～ 部会委員 山梨労働局

第２回本審

（目安伝達・特賃必要性諮問）
午前9：30～ 全員 山梨県ＪＡ会館

部会委員 山梨県ＪＡ会館

1 金 第３回専門部会(金額審議) 午前10：00～ 部会委員 山梨労働局

第４回専門部会(金額審議、結審予定) 午前9：30～ 部会委員 山梨労働局

第３回本審（地賃改正答申） 午後2：00～ 全員 山梨県ＪＡ会館

19 火 特定最賃検討委員会 午前10：00～
検討委員会

委員
山梨労働局

21 木 第４回本審（異議審) 午前10：00～ 全員 山梨県ＪＡ会館

※１　目安答申の動向によっては、再度、本審及び専門部会の日程調整を行い、日程を変更する可能性がある。

※２　金額審議の状況によっては、再度、本審及び専門部会の日程調整を行い、日程を変更する可能性がある。

第２回専門部会(基本的見解)

                           午前11：00(本審終了後)～

8

5 火

令和７年度　地域別最低賃金審議日程表（案）

審議会内容

7

30 水



山梨地方最低賃金審議会
審 議 資 料

（第１回本審議会）

令和７年７月１４日
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6 11

7 23

8 37

9 53

10 65
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99

13
103

14 117

15 121

16 123

17 149

18 153

令和７年度 第１回審議会（R7.7.14)

リーフレット　山梨働き方改革推進支援センター

配 付 資 料 目 次

山梨県地域別及び特定（産業別）最低賃金額等の推移

経済指標等の結果一覧

企業短期経済観測調査（2025年４月１日　日本銀行甲府支店）

地域経済報告－さくらレポート－（抄）（2025年４月７日、日本銀行）

令和７年度 答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表（地域別最低賃金） 

令和６年度 山梨地方最低賃金審議会関係開催状況

令和６年度 地域別最低賃金の改定状況

甲府市消費者物価指数（令和７年４月分）（令和７年６月９日、山梨県新価
値・地域創造推進局統計調査課）

最近の山梨県の経済情勢（令和７年４月22日、甲府財務事務所）

法人企業景気予測調査（令和７年６月12日、甲府財務事務所）

調査月報（2025.6　山梨中央銀行）

山梨の賃金・労働時間及び雇用の動き(毎月勤労統計調査地方調査結果)令和
７年３月分(山梨県県新価値・地域創造推進局統計調査課

山梨県の労働市場の動き（令和７年５月分）

最低賃金の履行確保に関する監督指導結果（山梨県内）

労使からの意見聴取について（案）

リーフレット　令和７年度業務改善助成金

新規学卒者の初任給の状況（山梨県）(令和６年賃金構造基本統計調査、甲府
商工会議所「新卒者初任給調査」、山梨県中小企業団体中央会「労働事情実
態調査」)





山梨労働局

産　業　
平成
22年

平成
23年

平成
24年

平成
25年

平成
26年

平成
27年

平成
28年

平成
29年

平成
30年

令和
元年

令和
２年

令和
３年

令和
４年

令和
５年

令和
６年

金額（円） 689 690 695 706 721 737 759 784 810 837 838 866 898 938 988

引上額（円） 12 1 5 11 15 16 22 25 26 27 1 28 32 40 50

引上率（％） 1.77 0.15 0.72 1.58 2.12 2.22 2.99 3.29 3.32 3.33 0.12 3.34 3.70 4.45 5.33

金額（円） 789 793 798 806 819 834 851 869 890 913 914 934 959 997 1,047

引上額（円） 7 4 5 8 13 15 17 18 21 23 1 20 25 38 50

引上率（％） 0.90 0.51 0.63 1.00 1.61 1.83 2.04 2.12 2.42 2.58 0.11 2.19 2.68 3.96 5.02

金額（円） 798 801 806 815 828 843 857 875 896 918 919 938 961 971 1,029

引上額（円） 7 3 5 9 13 15 14 18 21 22 1 19 23 10 58

引上率（％） 0.88 0.38 0.62 1.12 1.60 1.81 1.66 2.10 2.40 2.46 0.11 2.07 2.45 1.04 5.97

3

山梨県地域別及び特定（産業別）最低賃金額等の推移

山梨県最低賃金
(新設：昭和４７年)

時
間
額

電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械
器具、情報通信機械

器具製造業
（新設：昭和６３年）

時
間
額

1

2

自動車・同附属品
製造業

（新設：平成元年）

時
間
額

※  ２の産業については、平成１９年までは「電気機械器具、情報通信機械器具、電子部品・デバイス製造業」であったが、産業分類の変更により平
成２０年度から「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」に変更となった。

年度

項目

1



2



15日 7営業日 30日

→ → →

8月1日（金） 8月18日（月） 8月28日（木） 9月27日（土）

8月2日（土） 8月18日（月） 8月28日（木） 9月27日（土）

8月3日（日） 8月18日（月） 8月28日（木） 9月27日（土）

8月4日（月） 8月19日（火） 8月29日（金） 9月28日（日）

8月5日（火） 8月20日（水） 9月1日（月） 10月1日（水）

8月6日（水） 8月21日（木） 9月2日（火） 10月2日（木）

8月7日（木） 8月22日（金） 9月3日（水） 10月3日（金）

8月8日（金） 8月25日（月） 9月4日（木） 10月4日（土）

8月9日（土） 8月25日（月） 9月4日（木） 10月4日（土）

8月10日（日） 8月25日（月） 9月4日（木） 10月4日（土）

8月11日（月） 8月26日（火） 9月5日（金） 10月5日（日）

8月12日（火） 8月27日（水） 9月8日（月） 10月8日（水）

8月13日（水） 8月28日（木） 9月9日（火） 10月9日（木）

8月14日（木） 8月29日（金） 9月10日（水） 10月10日（金）

8月15日（金） 9月1日（月） 9月11日（木） 10月11日（土）

8月16日（土） 9月1日（月） 9月11日（木） 10月11日（土）

8月17日（日） 9月1日（月） 9月11日（木） 10月11日（土）

8月18日（月） 9月2日（火） 9月12日（金） 10月12日（日）

8月19日（火） 9月3日（水） 9月16日（火） 10月16日（木）

8月20日（水） 9月4日（木） 9月17日（水） 10月17日（金）

8月21日（木） 9月5日（金） 9月18日（木） 10月18日（土）

8月22日（金） 9月8日（月） 9月19日（金） 10月19日（日）

8月23日（土） 9月8日（月） 9月19日（金） 10月19日（日）

8月24日（日） 9月8日（月） 9月19日（金） 10月19日（日）

8月25日（月） 9月9日（火） 9月22日（月） 10月22日（水）

8月26日（火） 9月10日（水） 9月24日（水） 10月24日（金）

8月27日（水） 9月11日（木） 9月25日（木） 10月25日（土）

8月28日（木） 9月12日（金） 9月26日（金） 10月26日（日）

8月29日（金） 9月16日（火） 9月29日（月） 10月29日（水）

8月30日（土） 9月16日（火） 9月29日（月） 10月29日（水）

8月31日（日） 9月16日（火） 9月29日（月） 10月29日（水）

9月1日（月） 9月16日（火） 9月29日（月） 10月29日（水）

9月2日（火） 9月17日（水） 9月30日（火） 10月30日（木）

9月3日（水） 9月18日（木） 10月1日（水） 10月31日（金）

9月4日（木） 9月19日（金） 10月2日（木） 11月1日（土）

9月5日（金） 9月22日（月） 10月3日（金） 11月2日（日）

9月6日（土） 9月22日（月） 10月3日（金） 11月2日（日）

9月7日（日） 9月22日（月） 10月3日（金） 11月2日（日）

9月8日（月） 9月24日（水） 10月6日（月） 11月5日（水）

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（地域別最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(水）発効とするためには、８月５日（火）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効
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15日 7営業日 30日

→ → →

令和７年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定日一覧表
（地域別最低賃金の場合）

※令和７年１月1日時点のカレンダーに基づき、異議申出締切日の翌日に本省で官報公示の手続きを行った場合のスケジュール

※10月1日(水）発効とするためには、８月５日（火）までに答申要旨を公示する必要がある。

答申
(要旨公示)

異議申出
締切

官報
公示

発効

9月9日（火） 9月24日（水） 10月6日（月） 11月5日（水）

9月10日（水） 9月25日（木） 10月7日（火） 11月6日（木）

9月11日（木） 9月26日（金） 10月8日（水） 11月7日（金）

9月12日（金） 9月29日（月） 10月9日（木） 11月8日（土）

9月13日（土） 9月29日（月） 10月9日（木） 11月8日（土）

9月14日（日） 9月29日（月） 10月9日（木） 11月8日（土）

9月15日（月） 9月30日（火） 10月10日（金） 11月9日（日）

9月16日（火） 10月1日（水） 10月14日（火） 11月13日（木）

9月17日（水） 10月2日（木） 10月15日（水） 11月14日（金）

9月18日（木） 10月3日（金） 10月16日（木） 11月15日（土）

9月19日（金） 10月6日（月） 10月17日（金） 11月16日（日）

9月20日（土） 10月6日（月） 10月17日（金） 11月16日（日）

9月21日（日） 10月6日（月） 10月17日（金） 11月16日（日）

9月22日（月） 10月7日（火） 10月20日（月） 11月19日（水）

9月23日（火） 10月8日（水） 10月21日（火） 11月20日（木）

9月24日（水） 10月9日（木） 10月22日（水） 11月21日（金）

9月25日（木） 10月10日（金） 10月23日（木） 11月22日（土）

9月26日（金） 10月14日（火） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月27日（土） 10月14日（火） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月28日（日） 10月14日（火） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月29日（月） 10月14日（火） 10月24日（金） 11月23日（日）

9月30日（火） 10月15日（水） 10月27日（月） 11月26日（水）

10月1日（水） 10月16日（木） 10月28日（火） 11月27日（木）

10月2日（木） 10月17日（金） 10月29日（水） 11月28日（金）

10月3日（金） 10月20日（月） 10月30日（木） 11月29日（土）

10月4日（土） 10月20日（月） 10月30日（木） 11月29日（土）

10月5日（日） 10月20日（月） 10月30日（木） 11月29日（土）

10月6日（月） 10月21日（火） 10月31日（金） 11月30日（日）

10月7日（火） 10月22日（水） 11月4日（火） 12月4日（木）

10月8日（水） 10月23日（木） 11月5日（水） 12月5日（金）

10月9日（木） 10月24日（金） 11月6日（木） 12月6日（土）

10月10日（金） 10月27日（月） 11月7日（金） 12月7日（日）

10月11日（土） 10月27日（月） 11月7日（金） 12月7日（日）

10月12日（日） 10月27日（月） 11月7日（金） 12月7日（日）
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第１回 第２回 第３回 第４回 第５回

【諮問】
・地賃：7/2
・必要性：7/30
・電機：8/21
・自動車：8/21

【答申】
・地賃：8/5
・必要性：8/21
・電機：10/29
・自動車：11/5

７月２日
○山梨県最低賃金の改正決
定の諮問
○山梨県最低賃金専門部会
の設置
○最低賃金審議会の公開・
非公開について
○労使からの意見聴取につ
いて
○今後の審議日程について
○特定最低賃金検討委員会
の委員の選出

７月30日
○審議日程について
○令和５年度目安について
（伝達）
○賃金実態調査結果につい
て
〇労使からの意見聴取結果
について
○特定最低賃金（電機、自
動車）改正決定の必要性有
無の諮問
○今後の審議日程について

８月５日
○山梨県最低賃金の改正決
定の答申

８月21日
○審議会の意見(県最賃答
申)に関する異議申出につい
て（諮問・答申）
○特定最低賃金（電機、自
動車）改正決定の必要性有
無の答申
○特定最低賃金（電機、自
動車）改正決定の諮問
○特定最低賃金（電機、自
動車）専門部会の設置
○特定最低賃金専門部会専
決の決議

３月17日開催
○特定最低賃金（電機、自
動車）専門部会審議経過の
報告
○令和７年度最低賃金改正
等の推進について
○特定最低賃金改正申出に
係る意向表明状況について

７月23日
○審議日程について
○最低賃金等の状況等につ
いて（資料説明）
○労使からの意見聴取結果
について
〇今後の審議の進め方につ
いて

７月30日
○山梨県内の経済、最低賃
金を取り巻く状況について
（資料説明）
〇各側の基本的見解

８月１日
〇改正審議

８月２日
○改正審議（結審）

８月９日
○特定最低賃金（電機、自
動車）改正の必要性の審議

10月11日
○改正審議

10月29日
○改正審議（結審）
　※全会一致
〇特定最低賃金（電機）の
改正決定の答申

10月29日
○改正審議（結審）

11月５日
○改正審議（結審）
　※全会一致
〇特定最低賃金（自動車）
の改正決定の答申

３月17日開催
○令和７年度最低賃金改正等
の推進について

令和６年度　山梨地方最低賃金審議会・専門部会等関係開催状況

会議名称等

山梨地方最低
賃金審議会

山梨県最低賃金専門部会

特定最低賃金検討委員会

特
定
最
低
賃
金

電子部品･デバイス･電子回
路、電気機械器具、情報通信
機械器具製造業最低賃金専門
部会

10月２日
（合同専門部会）
○部会長、部会長代理選出
○特定最低賃金改正の審議
日程について
○特定最低賃金の状況等に
ついて（資料説明）
○各側の基本的見解

自動車･同附属品製造業最低
賃金専門部会

運営小委員会
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令和６年度　地域別最低賃金の改正状況

ランク 都道府県 最低賃金額 発効日 引上げ額
格差

（東京=100）
引上げ率

A 東京 1,163 R6.10.1 50 100.0 4.49%

A 神奈川 1,162 R6.10.1 50 99.9 4.50%

A 大阪 1,114 R6.10.1 50 95.8 4.70%

A 愛知 1,077 R6.10.1 50 92.6 4.87%

A 千葉 1,076 R6.10.1 50 92.5 4.87%

A 埼玉 1,078 R6.10.1 50 92.7 4.86%

B 兵庫 1,052 R6.10.1 51 90.5 5.09%

B 京都 1,058 R6.10.1 50 91.0 4.96%

B 茨城 1,005 R6.10.1 52 86.4 5.46%

B 静岡 1,034 R6.10.1 50 88.9 5.08%

B 富山 998 R6.10.1 50 85.8 5.27%

B 広島 1,020 R6.10.1 50 87.7 5.15%

B 滋賀 1,017 R6.10.1 50 87.4 5.17%

B 栃木 1,004 R6.10.1 50 86.3 5.24%

B 群馬 985 R6.10.4 50 84.7 5.35%

B 宮城 973 R6.10.1 50 83.7 5.42%

B 山梨 988 R6.10.1 50 85.0 5.33%

B 三重 1,023 R6.10.1 50 88.0 5.14%

B 石川 984 R6.10.5 51 84.6 5.47%

B 福岡 992 R6.10.5 51 85.3 5.42%

B 香川 970 R6.10.2 52 83.4 5.66%

B 岡山 982 R6.10.2 50 84.4 5.36%

B 福井 984 R6.10.5 53 84.6 5.69%

B 奈良 986 R6.10.1 50 84.8 5.34%

B 山口 979 R6.10.1 51 84.2 5.50%

B 長野 998 R6.10.1 50 85.8 5.27%

B 北海道 1,010 R6.10.1 50 86.8 5.21%

B 岐阜 1,001 R6.10.1 51 86.1 5.37%

B 徳島 980 R6.11.1 84 84.3 9.38%

B 福島 955 R6.10.5 55 82.1 6.11%

B 新潟 985 R6.10.1 54 84.7 5.80%

B 和歌山 980 R6.10.1 51 84.3 5.49%

B 愛媛 956 R6.10.13 59 82.2 6.58%

B 島根 962 R6.10.12 58 82.7 6.42%

C 大分 954 R6.10.5 55 82.0 6.12%

C 熊本 952 R6.10.5 54 81.9 6.01%

C 山形 955 R6.10.19 55 82.1 6.11%

C 佐賀 956 R6.10.17 56 82.2 6.22%

C 長崎 953 R6.10.12 55 81.9 6.12%

C 岩手 952 R6.10.27 59 81.9 6.61%

C 高知 952 R6.10.9 55 81.9 6.13%

C 鳥取 957 R6.10.5 57 82.3 6.33%

C 秋田 951 R6.10.1 54 81.8 6.02%

C 鹿児島 953 R6.10.5 56 81.9 6.24%

C 宮崎 952 R6.10.5 55 81.9 6.13%

C 青森 953 R6.10.5 55 81.9 6.12%

C 沖縄 952 R6.10.9 56 81.9 6.25%

全国加重平均 1,055 - - - -
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資料名 発表元 ページ 主なポイント

最近の山梨県の経済情勢
（4/22発表、四半期ごと）

　甲府財務事務所 p.11

【総括判断】「県内経済は、持ち直している」
　　　　　　　(→)
　・個人消費－物価上昇の影響がみられるものの、持ち直している(→)
　・生産活動－緩やかに持ち直しつつある(↗)
　・雇用情勢－持ち直している(→)
　・設備投資－６年度は増加見込みとなっている(→)
　・企業収益－６年度は増益見込みとなっている(→)
　・企業の景況感－「下降」超に転じている(↘)
　・住宅建設－前年を下回っている(→)

法人企業景気予測調査
（6/12発表、四半期ごと）

　甲府財務事務所 p.23

 ７年４～６月期（現状判断）の景況判断BSI（「上昇」と回答した法人の構成比マ
イナス「下降」と回答した法人の構成比）は、前回１～３月期の現状判断と比較し
て、全産業で「下降」超幅が縮小（▲12.8→▲7.9）。
　・大企業－「下降」超幅が縮小（▲12.5→▲6.3）
　・中堅企業－「下降」超から均衡（▲17.2→0.0）
　・中小企業－「下降」超幅が拡大（▲9.8→▲16.2）
　・製造業－「下降」超に転換（3.3→▲22.9）
　・非製造業－「上昇」超に転換（▲21.4→1.9）

地域経済報告
－さくらレポート－

（4/7発表、四半期ごと）
※関東甲信越地域が対象

　日本銀行 p.37

　「一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している」（関東甲信越地域）
　・公共投資－緩やかに増加している  ・輸出－横ばい圏内の動きとなっている
　・設備投資－増加している
　・個人消費－物価上昇の影響などがみられるものの、緩やかに増加している
　・住宅投資－弱めの動きとなっている
  ・生産－横ばい圏内の動きとなっている
　・雇用・所得動向－緩やかに改善している
　・物価－消費者物価の前年比は、２％台後半のプラスとなっている

企業短期経済観測調査
（4/1発表、四半期ごと）

　日本銀行甲府支店 p.53
　業況判断ＤＩ（「良い」と回答した企業の構成比－「悪い」と回答した企業の構
成比）は全産業で２２（前回調査比２ポイント改善）
　　製造業は２０（２ポイント悪化）　非製造業は２３（４ポイント改善）

経済指標等の結果一覧

※矢印は前回との比較
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資料名 発表元 ページ 主なポイント

山梨中央銀行調査月報
（6/10発表、毎月）

　山梨中央銀行 p.65

（概況）「最近の県内景気（4月～5月）は、基調としては緩やかに持ち直している
ものの、足元では弱めの動きが広がりつつある。需要面においては、個人消費が横
ばい圏で推移している一方、設備投資は慎重姿勢が窺われる。生活面においてh、横
ばい推移ながらも一部に弱い動きがみられる。」
・個人消費－家電品が堅調で、乗用車販売にも底堅い動きがみられた。一方で、衣
料品が低調に推移したほか、幅広い品目の値上げにより食料品も盛り上がりを欠く
など、総体では横ばい圏で推移している。
・設備投資－慎重姿勢が窺われる。
・機械工業－全体として横ばい圏で推移しているが、半導体製造装置が軟調なほ
か、輸送機械も弱含みで推移するなど、一部に弱い動きがみられる。。
・地場産業－一部に堅調な動きもみられるが、国内需要の縮小や原材料価格の上昇
などにより、全体としては厳しい局面が続いている。

山梨の賃金・労働時間
及び雇用の動き

（5/29発表、毎月）

山梨県新価値・地域
創造推進局
統計調査課

p.81

　令和７年３月分（速報）前年同月比で、
　現金給与総額は2.1％の増加（２か月ぶりの増加）
　所定外労働時間は2.0％の減少（２か月連続の減少）
　常用労働者は3.3％の減少（13か月ぶりの減少）

新規学卒者の初任給の状況
（令和５年度分調査、毎年）

①厚生労働省
②甲府商工会議所
③山梨県中小企業
団体中央会

p.99
  ①上昇（規模10人以上が対象）
  ②いずれの学歴でも上昇
  ③上昇・低下、まちまち

甲府市消費者物価指数
（6/9発表、毎月）

山梨県新価値・地域
創造推進局
統計調査課

p.103

　総合指数は、110.9（2020年を100とする）で、前年同月比3.6％となり、38か月連
続のプラス。前月比で0.1％。
　生鮮食品及びエネルギーを除く総合指数は、108.7で、前年同月比3.0％となり、
35か月連続のプラス。前月比は、0.1％で４か月連続のプラス。
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業況判断DI（全産業）： 22 2ポイント改善 ）

目次

業況判断 2ページ 製商品・サービス需給、在庫、価格 7ページ

売上高 3　　〃 雇用 8　　〃

経常利益 4　　〃 企業金融 9　　〃

設備投資（1） 5　　〃 業況判断　長期時系列データ 10　 〃

設備投資（2） 6　　〃 参考データ 11　 〃

　回答期間 25年2月26日～3月31日

　対象企業 製造業 50 社  非製造業 61 111 社

　有効回答率 99.1 ％

2025 年 4 月 1 日
日本銀行甲府支店

社　計

2025年3月

企業短期経済観測調査（山梨県）

（ 前回調査比

 1 53



　業況判断

「良い」－「悪い」、社数構成比：％ポイント

25年3月 （今回調査）

最近 先行き 最近 先行き

　県内計 20 20 17 22 12

　　製造業 26 22 20 20 10

　　非製造業 16 19 15 23 15

　全国計 14 15 10 15 10

　　製造業 5 8 5 7 4

　　非製造業 20 20 14 21 15

業況判断DI 24年9月

12月

 2 54



　売上高

前年度（前年同期）比：％

23年度
実績

上期 下期 下期 上期 下期

　県内計 ▲ 6.7 10.8 7.4 13.9 ▲ 0.5 ▲ 0.8 2.3 3.5 1.3

　　製造業 ▲ 10.7 14.2 9.3 18.8 ▲ 0.9 ▲ 1.7 2.7 4.2 1.5

　　非製造業 3.7 3.1 3.2 3.0 0.6 1.4 1.2 1.9 0.6

　全国計 3.0 3.3 3.7 3.0 0.5 0.8 0.8 0.9 0.8

　　製造業 3.0 3.0 3.1 2.9 0.2 0.1 1.1 1.0 1.2

　　非製造業 3.0 3.5 4.0 3.0 0.7 1.1 0.7 0.9 0.6

県内は社数調整後単純集計（欠測値補完ベース）、全国は母集団推計（欠測値補完ベース）

売上高

24年度見込み 前回比修正率 25年度計画
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　経常利益

前年度（前年同期）比：％

23年度
実績

上期 下期 下期 上期 下期

　県内計 ▲ 51.8 51.8 41.9 59.5 ▲ 0.1 ▲ 1.9 ▲ 0.9 3.2 ▲ 3.8

　　製造業 ▲ 67.3 80.0 67.8 87.4 ▲ 2.8 ▲ 5.1 ▲ 0.3 5.8 ▲ 3.7

　　非製造業 28.2 9.7 14.3 4.5 7.2 11.4 ▲ 2.4 ▲ 1.0 ▲ 4.3

　全国計 12.4 1.6 1.8 1.5 4.9 8.8 ▲ 1.4 ▲ 2.9 0.2

　　製造業 9.6 1.9 1.7 2.3 7.2 12.0 ▲ 0.5 ▲ 2.8 2.0

　　非製造業 14.6 1.4 2.0 0.9 3.2 6.5 ▲ 2.1 ▲ 2.9 ▲ 1.2

県内は社数調整後単純集計（欠測値補完ベース）、全国は母集団推計（欠測値補完ベース）

経常利益

24年度見込み 前回比修正率 25年度計画
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　設備投資（１）

前年度比：％

設備投資
23年度
実績

25年度
計画

　県内計 13.1 33.9

　　製造業 30.0 42.7

　　非製造業 ▲ 36.0 ▲ 12.1

　全国計 10.6 0.1

　　製造業 6.7 5.4

　　非製造業 12.8 ▲ 2.9

「過剰」－「不足」、社数構成比：％ポイント

（今回調査）

先行き

　県内計 5 ▲ 2

　　製造業 18 16

　　非製造業 ▲ 5 ▲ 16

　全国計 ▲ 1 ▲ 4

設備投資：県内は社数調整後単純集計（欠測値補完ベース）、全国は母集団推計（欠測値補完ベース）

24年9月
生産・営業用設備

判断DI

12月

▲ 2

6 1

16 6

最近 先行き 最近

0

16

▲ 1 ▲ 3

▲ 13

前回比
修正率

0.0

▲ 1.0

5.2

24年度
見込み

▲ 11.1

▲ 13.3

2.9

▲ 1.4

▲ 3.0

▲ 0.5

▲ 3 ▲ 3

8.1

11.6

6.2

25年3月
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　設備投資（２）
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23年度

24年度

25年度

（前年度比、％）
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　製商品・サービス需給、在庫、価格

社数構成比：％ポイント

25年3月 （今回調査）

最近 先行き 最近 先行き

製造業 ▲ 24 ▲ 24 ▲ 24 ▲ 20 ▲ 24

非製造業 8 5 4 4 4

製商品在庫水準判断DI
「過大」－「不足」

製造業 24 14 － 10 －

製造業 20 18 26 22 20

非製造業 34 33 44 36 42

製造業 58 52 54 58 66

非製造業 54 48 52 57 55

仕入価格判断DI
「上昇」－「下落」

24年9月
12月

製商品・サービス需給判断DI
「需要超過」－「供給超過」

販売価格判断DI
「上昇」－「下落」
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　雇用

「過剰」－「不足」、社数構成比：％ポイント

25年3月 （今回調査）

最近 先行き 最近 先行き

　県内計 ▲ 34 ▲ 38 ▲ 42 ▲ 36 ▲ 40

　　製造業 ▲ 14 ▲ 14 ▲ 20 ▲ 18 ▲ 20

　　非製造業 ▲ 49 ▲ 56 ▲ 60 ▲ 50 ▲ 57

　全国計 ▲ 36 ▲ 36 ▲ 41 ▲ 37 ▲ 39

　　製造業 ▲ 22 ▲ 23 ▲ 27 ▲ 23 ▲ 27

　　非製造業 ▲ 45 ▲ 46 ▲ 49 ▲ 46 ▲ 48

雇用人員判断DI 24年9月

12月
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　企業金融

「楽である」－「苦しい」、社数構成比：％ポイント

資金繰り判断DI 24年9月 12月
25年3月

（今回調査）

　県内計 11 15 15

　　製造業 3 9 11

　　非製造業 18 19 19

　全国計 12 12 10

「緩い」－「厳しい」、社数構成比：％ポイント

金融機関の
貸出態度判断DI

24年9月 12月
25年3月

（今回調査）

　県内計 17 19 21

　　製造業 6 18 22

　　非製造業 22 20 21

　全国計 15 14 14

「上昇」－「低下」、社数構成比：％ポイント

25年3月 （今回調査）

最近 先行き 最近 先行き

　県内 45 40 47 55 58

　全国 48 50 53 62 64

借入金利水準判断DI 24年9月
12月

 9 61



　業況判断　長期時系列データ

「良い」－「悪い」、社数構成比：％ポイント
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　参考データ

*判断項目の集計方法

（例）業況判断ＤＩ＝「良い」と回答した企業の構成比（％）－「悪い」と回答した企業の構成比（％）

（参考）県内業況判断ＤＩの選択肢別構成比（％）

上記計数をもとに、ＤＩ（ディフュージョン・インデックス）を、以下により算出。

各項目毎に3つの選択肢のそれぞれに対する回答社数を単純集計し、
全社数に対する百分比（回答社数構成比）を算出。

良い さほど良くない 悪い

非製造業県内計 製造業

12 10 8 12 16 12
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新規学卒者の初任給の状況(山梨県） 

新規学卒者の初任給額（事業所規模 10人以上） 
    
区分 

 
 
 
 
年 

男性 女性 

高卒 
高専・ 
短大卒 大卒 

大学院

修士課程
修了 

高卒 
高専・ 
短大卒 大卒 

大学院

修士課程 
修了 

金額 
(千円) 

上昇率 
(%） 

金額 
(千円) 

上昇率 
(%） 

金額 
(千円) 

上昇率 
(%） 

金額 
(千円) 

金額 
(千円) 

上昇率 
(%） 

金額 
(千円) 

上昇率 
(%） 

金額 
(千円) 

上昇率 
(%） 

金額 
(千円) 

平成 27年 163.9  -1.3  172.2  -1.0  195.8  -0.8  229.8 153.6  -5.4  166.9  -10.1  186.5  -5.6  221.6  

平成 28年 164.9  0.6  173.5  0.8  204.5  4.4  232.5 154.2  0.4  181.6  8.8  190.2  2.0  220.0 

平成 29年 162.2 -1.6  179.8 3.6  207.1 1.3  227.8 158.1 2.5  167.3 -7.9  189.9 -0.2  227.2 

平成 30年 168.0 3.6  176.6 -1.8  204.7 -1.2  250.5 163.8 3.6  176.2 5.3  195.8 3.1  247.6 

令和元年 170.2 1.3 184.5 4.5 204.2 -0.2 249.3 166.4 1.6 182.9 3.8 190.4 -2.8 226.0 

令和２年 174.6 - 189.2 - 220.3 - 292.9 179.6 - 193.5 - 230.4 - 259.2 

令和３年 177.5 1.7 214.7 1.7 201.4 -8.6 225.9 162.1 -9.7 185.3 -4.2 231.3 0.4 - 

令和４年 169.3 -4.6 205.7 -4.2 218.5 8.4 265.6 167.7 3.5 200.2 8.0 202.3 -12.5 - 

令和５年 193.4 14.2 199.5 -3.0 234.6 7.4 274.3 184.7 10.1 189.8 -5.2 217.8 7.7 328.1 

令和６年 197.8 2.3 208.8 4.7 238.8 1.8 271.9 199.7 8.1 203.1 7.0 228.1 4.7 250.0 

全国   
令和６年 200.5 6.1 231.0 3.7 251.3 4.6 290.2 191.7 4.6 221.1 4.4 244.9 4.5 278.1 

東京都 
令和６年 209.5 7.1 265.4 9.9 254.2 4.0 311.2 206.6 13.7 244.2 5.9 254.5 4.1 280.3 

資料出所：賃金構造基本統計調査（※令和元年まで：初任給額及び採用人数を調査、「所定内給与額より通勤手
当を除いたもので、調査年の初任給額として確定したもの」を初任給額として集計／令和２年から：「初任給額」等の
調査項目が廃止され、一般労働者のうち新規学卒者に該当する者の所定内給与額（通勤手当を含む）を集計。） 
 

学歴別平均初任給額 
     区分 
 
 年 

高卒 専門卒 短大卒 大卒 

初任給額 
(円) 

対前回比
(％) 

初任給額 
(円) 

対前回比
(％) 

初任給額 
(円) 

対前回比
(％) 

初任給額 
(円) 

対前回比
(％) 

令和２年 168,161 -0.5 177,618 -1.4 178,169 -1.2 195,459 -1.4 

令和３年 169,735 0.9 179,884 1.3 181,087 1.6 200,613 2.6 

令和４年 174,281 2.7 183,050 1.8 183,552 1.4 201,893 0.6 

令和５年 181,610 4.2 190,590 4.1 190,830 4.0 207,736 2.9 

令和６年 182,454 0.5 192,757 1.1 193,872 1.6 211,891 2.0 

資料出所：甲府商工会議所「新卒者初任給調査」 
 

新規学卒者の初任給(単純平均)                       (単位：円)  
    区分 

  
 年 

高校卒 専門学校卒 短大（含高専）卒 大学卒 

技術系 事務系 技術系 事務系 技術系 事務系 技術系 事務系 

令和２年 177,156 164,520 184,908 174,200 180,362 180,600 196,900 188,910 

令和３年 177,387 165,370 180,215 183,125 189,125 183,500 211,313 204,702 

令和４年 172,520 174,131 183,063 181,980 188,350 183,000 204,094 195,012 

令和５年 173,081 173,500 190,727 190,013 177,750 - 205,521 203,447 

令和６年 182,081 174,345 193,667 180,667 - 188,000 212,440 205,713 

資料出所：山梨県中小企業団体中央会「労働事情実態調査」 
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令和６年 産業別初任給比較（事業所規模 10人以上）           (単位：千円) 
        産業 
 
区分 

産業計 製造業 
情報通
信業 

運輸業，
郵便業 

卸売業，
小売業 

金融業，
保険業 

宿泊業， 
飲食サー
ビス業 

医療， 
福祉 

サービス
業(他に分

類されない

もの) 

男
性 

  男
性 

高卒 197.8 196.6 - 189.5 - - 185.1 - 190.6 

高専・短大卒 208.8 219.2 - - 202.1 - - 222.7 - 

大卒 238.8 244.3 227.2 210.0 227.6 204.9 - - 246.5 

大学院 271.9 279.5 251.5 - - - - - - 

女
性 

     女
性 

高卒 199.7 185.6 185.6 174.6 - - 177.0 - - 

高専・短大卒 203.1 208.8 208.8 - - - - 189.7 - 

大卒 228.1 232.2 292.9 - 224.1 201.3 218.9 209.5 180.5 

大学院 250.1 250.5 - - - - - - - 

資料出所：賃金構造基本統計調査 

 

 

令和６年 業種別平均初任給額                      (単位：円) 
  業種 
 
区分 

製造・加工業 卸・小売業 建設業 金融・保険業 
サービス 
・飲食業 

その他の業種 

大学卒 214,804 206,147 211,141 219,470 213,829 210,894 

短大卒 197,192 189,748 203,071 203,075 187,613 190,181 

専門卒 194,626 188,899 203,205 188,667 187,736 191,360 

高校卒 180,665 186,038 184,900 183,000 180,903 184,181 

資料出所：甲府商工会議所「新卒者初任給調査」 

  
 
 

令和６年 従業員の規模別初任給（単純平均）               (単位：円) 
    区分 

 
 
従業員規模 

高校卒 専門学校卒 短大（含高専）卒 大学卒 

技術系 事務系 技術系 事務系 技術系 事務系 技術系 事務系 

１～９人 - - 180,000 - - - - - 

10～29 人 194,775 171,500 200,500 - - - - - 

30～99 人 183,438 172,905 190,750 179,000 - 188,000 226,500 207,125 

100～300 人 170,000 176,733 199,500 184,000 - - 203,067 204,300 

資料出所：山梨県中小企業団体中央会「労働事情実態調査」 
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単位：千円 新規学卒者の初任給額の推移（山梨県）

高校 男子

高専・短大 男子

大学 男子

大学院 男子

高校 女子

高専・短大 女子

大学 女子

大学院 女子

高校 男

高校 女

大学 男 大学 女

高専・短大 女

大学院 男

大学院女

高専・短大 男

資料出所：賃金構造基本統計調査

（注）令和２年調査から調査事項に変更あり

【令和元年まで】事業所票により、新規学卒者の「初任給額」及び「採用人員数」を調

査。 「所定内給与額より通勤手当を除いたもので、調査年の初任給額として確定し

たもの」を初任給額として集計。

【令和２年から】調査票様式の統合に伴い「新規学卒者の初任給額」の項目廃止。労

働者に係る事項に「新規学卒者への該当性」を追加。抽出された一般労働者のうち、

新規学卒者に該当する者の所定内給与額（通勤手当を含む）を集計。
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有効求人倍率（年度平均） 有効求人倍率(季節調整値)
平成 令和 R 6 R 7

26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6 月 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

県 0.93 1.00 1.23 1.41 1.46 1.37 1.01 1.26 1.41 1.26 1.28 県 1.27 1.28 1.28 1.28 1.28 1.29 1.29 1.28 1.26 1.26 1.31 1.32 1.32

全
国

1.11 1.23 1.39 1.54 1.62 1.55 1.10 1.16 1.31 1.29 1.25
全
国

1.25 1.24 1.25 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.26 1.24 1.26 1.26 1.24

(注) 1 ．求人倍率とは、求職者に対する比率をいい、求職者１人あたりの求人数を示します。

2 ．季節調整法は、センサス局法Ⅱ（X-12-ARIMA）による。なお、令和６年12月以前の数値は新季節指数により改訂されています。

3 ．文中の産業分類については、３㌻注②参照。 

4 ．▲は減少である。   

5 ．ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和３年９月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数や、求職者が

　　　　 　ハローワークインターネットサービスの求人に直接応募した就職件数等が含まれている。  

6 ．令和6年3月29日に、過去の求人数、求職者数等の訂正のお知らせを掲載しております。

　　詳しくは以下の資料（ https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/jirei_toukei/kyujin_kyushoku/oshirase_060329.html  ）をご覧ください。

年
度

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5

有
効
求
人
・
求
職
者
数

有
効
求
人
倍
率

（(百人）(倍）

（(月）

月間有効求人数

月間有効求職者数

有効求人倍率(山梨）

有効求人倍率（全国）

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6

有
効
求
人
・
求
職
者
数

有
効
求
人
倍
率

有効求職者数

有効求人倍率
(山梨)

有効求人数

ＲＨ

有効求人倍率
(全国)

○有効求人倍率（季節調整値）は1.32倍で、前月と同水準。
○新規求人倍率（季節調整値）は2.33倍で、前月に比べて0.09ポイント上昇。
○正社員有効求人倍率は1.03倍で、前年同月に比べて0.10ポイント上昇。

○厚生労働省 山梨労働局では、県内の公共職業安定所（ハローワーク）における求人、求職、就職の状況
をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、「山梨県の労働市場の動き」として毎月公表しています。

一般職業紹介状況をみると、有効求人（季節調整値）は16,987人となり、前月に比べ2.4%(402人)増加し、
有効求職者(同値)は12,848人で前月に比べ2.0%(256人)増加しました。 （※２－１，１０－２㌻参照) 

新規求人（原数値）は6,124人となり、前年同月と比較すると5.0%(289人)増加しました。
これを主な産業別でみると、製造業8.9%(72人)、情報通信業69.4%(34人)、宿泊業,飲食サービス業

5.8%(28人)、教育,学習支援業51.1%(47人)、医療,福祉21.1%(235人)、サービス業13.6%(114人)は増加しま
したが、建設業▲2.8%(12人)、運輸業,郵便業▲27.5%(137人)、卸売業,小売業▲5.5%(37人)、学術研究,
専門･技術サービス業▲13.3%(16人)、生活関連サービス業,娯楽業▲19.9%(55人)は減少しました。（※３㌻参照）

新規求職者（原数値）は2,739人となり、前年同月と比較すると▲5.1%(146人)減少しました。そのうち
パートタイムは1,194人で▲5.5%(70人)減少しました。また、離職者のうち事業主都合離職者は340人で
▲19.0%(80人)減少し、自己都合離職者は1,039人で▲10.0%(116人)減少しました。（※４㌻参照）

コピー「テキストのみ保持（

求人倍率部分を

（(倍） （(百人）

山梨県の労働市場の動き（令和７年５月分）

Ｒ７Ｒ６

令和７年 ６ 月 27 日
山 梨 労 働 局 発 表

(年度）

山梨労働局

1
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（Ｐ：ﾎﾟｲﾝﾄ）

年 月

項　目
（前月） （前年同月）

１　月間有効求職者数(人）   13,384 13,241 14,102 - - ▲ 5.1 ▲ 718

12,848 12,592 13,467 2.0 256 - -

２　新規求職申込件数(件） 2,739 3,440 2,885 - - ▲ 5.1 ▲ 146

2,714 2,618 2,758 3.7 96 - -

３　月間有効求人数(人） 17,031 16,602 17,293 - - ▲ 1.5 ▲ 262

16,987 16,585 17,152 2.4 402 - -

４　新規求人数(人） 6,124 6,088 5,835 - - 5.0 289

6,320 5,857 5,760 7.9 463 - -

５　就職件数(件） 788 800 921 - - ▲ 14.4 ▲ 133

６　紹介件数(件） 2,346 2,426 2,532 - - ▲ 7.3 ▲ 186

７　有効求人倍率(３／１)(倍） 1.27 1.25 1.23 - - - 0.04

1.32 1.32 1.27 - 0.00 - -

８　新規求人倍率（４／２）(倍） 2.24 1.77 2.02 - - - 0.22

2.33 2.24 2.09 - 0.09 - -

９　就職率(％) 新規 (5/2*100) 28.8 23.3 31.9 - - - ▲ 3.1

10  充足率(％) 新規 (5/4*100) 12.9 13.1 15.8 - - - ▲ 2.9

   
        

差(人、P)

対 前 年 同 月

増減率(%) 差(人、P)

対 前 月

増減率(%)

一般職業紹介状況（パートを含み　学卒を除く）

6年5月

季節調整値

季節調整値

季節調整値

季節調整値

季節調整値

季節調整値

7年4月7年5月

1欄、月間有効求職者数とは、
「前月末日現在において求職申し込みの有効期限が翌月以降にまたがっている就職未決定者数」と当月の「新規求職申込件数」の合計数をいいます。

2欄、新規求職申込件数とは、公共職業安定所でその月のうちに新たに受け付けた求職申込件数をいいます。
3欄、月間有効求人数とは、、「前月から繰り越された有効求人数」と当月の「新規求人数」の合計数をいいます。
4欄、新規求人数とは、公共職業安定所でその月に受け付けた求人数（採用予定人員）をいいます。
5欄、就職件数とは、有効求職者が自安定所の紹介あっ旋により就職した件数をいいます。したがって自己就職、縁故就職等は除かれます。
9欄、就職率は、求職者のうち就職した件数の割合をいいます。「就職件数／新規求職申込件数×100」
１0欄、充足率は、求人数のうち充足された求人数の割合をいいます。「就職件数／新規求人数×100」
※▲は減少である。

※用語の説明

（注） １．季節調整法はセンサス局法Ⅱ（X-12-ARIMA）による。なお、令和６年12月以前の数値は新季節指数により改訂されています。
２．ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴う令和３年９月以降の数値の取扱いについては、１頁の注５を参照。
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項　目 人(全数)

産　業　名 R7.5 ( R6.5 )
A,B　農,林,漁業（01～04） 78 ( 131 ) ▲ 40.5 ▲ 53
Ｃ 鉱業,採石業,砂利採取業（05） 11 ( 8 ) 37.5 3
Ｄ 建設業（06～08） 418 ( 430 ) ▲ 2.8 ▲ 12
　（06　総合工事業） 256 ( 320 ) ▲ 20.0 ▲ 64
Ｅ 製造業（09～32） 880 ( 808 ) 8.9 72

09 食料品製造業 145 ( 135 ) 7.4 10
10 飲料・たばこ・飼料製造業 33 ( 29 ) 13.8 4
11 繊維工業 26 ( 32 ) ▲ 18.8 ▲ 6
12 木材・木製品製造業（家具を除く） 6 ( 8 ) ▲ 25.0 ▲ 2
13 家具・装備品製造業 10 ( 5 ) 100.0 5
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 20 ( 14 ) 42.9 6
15 印刷・同関連業 2 ( 8 ) ▲ 75.0 ▲ 6
16 化学工業 25 ( 18 ) 38.9 7
17 石油製品･石炭製品製造業 0 ( 0 ) - 0
18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 50 ( 48 ) 4.2 2
19 ゴム製品製造業 0 ( 0 ) - 0
21 窯業･土石製品製造業 28 ( 19 ) 47.4 9
22 鉄鋼業 3 ( 4 ) ▲ 25.0 ▲ 1
23 非鉄金属製造業 25 ( 31 ) ▲ 19.4 ▲ 6
24 金属製品製造業 42 ( 29 ) 44.8 13
25 はん用機械器具製造業 29 ( 45 ) ▲ 35.6 ▲ 16
26 生産用機械器具製造業 59 ( 37 ) 59.5 22
27 業務用機械器具製造業 37 ( 64 ) ▲ 42.2 ▲ 27
28 電子部品･デバイス･電子回路製造業 36 ( 33 ) 9.1 3
29 電気機械器具製造業 205 ( 136 ) 50.7 69
30 情報通信機械器具製造業 31 ( 17 ) 82.4 14
31 輸送用機械器具製造業 27 ( 33 ) ▲ 18.2 ▲ 6
20,32  その他の製造業 41 ( 63 ) ▲ 34.9 ▲ 22

Ｆ 電気･ガス･熱供給･水道業（33～36） 5 ( 6 ) ▲ 16.7 ▲ 1
Ｇ 情報通信業（37～41） 83 ( 49 ) 69.4 34
Ｈ 運輸業,郵便業（42～49） 361 ( 498 ) ▲ 27.5 ▲ 137
Ｉ 卸売業,小売業（50～61） 639 ( 676 ) ▲ 5.5 ▲ 37
Ｊ 金融業,保険業（62～67） 26 ( 21 ) 23.8 5
Ｋ 不動産業,物品賃貸業（68～70） 81 ( 59 ) 37.3 22
Ｌ 学術研究,専門･技術サービス業（71～74） 104 ( 120 ) ▲ 13.3 ▲ 16
Ｍ 宿泊業,飲食サービス業（75～77） 509 ( 481 ) 5.8 28
Ｎ 生活関連サービス業,娯楽業（78～80） 222 ( 277 ) ▲ 19.9 ▲ 55
Ｏ 教育,学習支援業（81,82） 139 ( 92 ) 51.1 47
Ｐ 医療,福祉（83～85） 1,348 ( 1,113 ) 21.1 235
Ｑ 複合サービス事業（86,87） 111 ( 40 ) 177.5 71
Ｒ サービス業（他に分類されないもの）（88～96） 955 ( 841 ) 13.6 114
Ｓ.Ｔ　公務（他に分類されるものを除く）・その他（97,98,99） 154 ( 185 ) ▲ 16.8 ▲ 31

合　　　計 6,124 ( 5,835 ) 5.0 289
3,685 ( 3,511 ) 5.0 174
1,650 ( 1,526 ) 8.1 124

651 ( 564 ) 15.4 87
64 ( 205 ) ▲ 68.8 ▲ 141
44 ( 27 ) 63.0 17
30 ( 2 ) 1400.0 28

前年同月
差(人)

前年同月数 対前年同月
増減率(%)

１，０００人以上

２９人以下

３０～９９人

１００～２９９人

３００～４９９人

５００～９９９人

◇ 事業所規模別の状況をみると、29人以下(60.2%)、30～99人(26.9%)、100～299人(10.6%)、300～499人(1.0%)、

500～999人(0.7%)、1,000人以上(0.5%)です。

■令和７年５月の新規求人数（原数値）は6,124人となり、前年同月比でみると、5.0%(289人)増加となりました。
主な産業別でみると、同比で製造業、情報通信業、宿泊業,飲食サービス業、教育,学習支援業、医療,福祉、サービス業

は増加となりました。 一方、建設業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、学術研究,専門･技術サービス業、生活関連サービス
業,娯楽業は減少しました。
また、県内の主要産業である製造業においては同比8.9%(72人)増加となりました。その中で主力の食料品製造業7.4%
(10人)、金属製品製造業44.8%(13人)、生産用機械器具製造業59.5%(22人)、電子部品･デバイス･電子回路製造業9.1%(3人)、
電気機械器具製造業50.7%(69人)は増加となりましたが、はん用機械器具製造業▲35.6%(16人)、業務用機械器具製造業
▲42.2%(27人)、輸送用機械器具製造業▲18.2%(6人)は減少となりました。

産 業 別 新 規 求 人 数 の 推 移

（注）① 新規学卒者を除きパートタイムを含みます。

② 令和６年４月以降については令和５年７月改定の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したものです。
③ ▲は減少です。  

３
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令和7年度

企   業   整   備   状   況

【前年（同月）比】（件、人、％）

 内    訳 中　高

29人 30～ 100～ 500人 年　齢
件数 人 員 件数 人員  以下  99人 499人  以上 者　数

23 ( ▲ 14.8 ) 446 ( ▲ 41.9 ) 19 394 4 52 10 8 3 2 276

36 ( 56.5 ) 494 ( 10.8 ) 34 458 2 36 29 5 2 0 340

74 ( 105.6 ) 1,163 ( 135.4 ) 72 1,091 2 72 38 20 16 0 795

31 ( ▲ 58.1 ) 475 ( ▲ 59.2 ) 28 430 3 45 19 8 3 1 309

45 ( 45.2 ) 704 ( 48.2 ) 40 610 5 94 30 7 8 0 464

46 ( 2.2 ) 801 ( 13.8 ) 43 726 3 75 26 16 4 0 578

34 ( ▲ 26.1 ) 455 ( ▲ 43.2 ) 33 436 1 19 29 3 2 0 313

6 ( ▲ 87.0 ) 66 ( ▲ 91.8 ) 6 66 0 0 4 0 1 1 59

4月 4 ( ▲ 20.0 ) 53 ( ▲ 51.4 ) 4 53 0 0 4 0 0 0 32

5月 3 ( 50.0 ) 28 ( 16.7 ) 3 28 0 0 3 0 0 0 24

6月 2 ( 0.0 ) 21 ( ▲ 4.5 ) 2 21 0 0 2 0 0 0 19

令 7月 3 ( ▲ 62.5 ) 63 ( ▲ 64.2 ) 3 63 0 0 2 1 0 0 28

和 8月 3 ( ▲ 50.0 ) 38 ( ▲ 44.1 ) 3 38 0 0 3 0 0 0 27

6 9月 1 ( ▲ 75.0 ) 6 ( ▲ 92.6 ) 1 6 0 0 0 0 1 0 6

年 10月 4 ( 0.0 ) 77 ( 13.2 ) 3 58 1 19 3 1 0 0 40

度 11月 2 ( ▲ 50.0 ) 17 ( ▲ 67.9 ) 2 17 0 0 1 0 1 0 14

 12月 1 ( 0.0 ) 11 ( 83.3 ) 1 11 0 0 1 0 0 0 8

1月 2 ( ▲ 50.0 ) 23 ( ▲ 56.6 ) 2 23 0 0 2 0 0 0 18

2月 6 ( 100.0 ) 79 ( ▲ 10.2 ) 6 79 0 0 5 1 0 0 72

3月 3 ( 0.0 ) 39 ( ▲ 26.4 ) 3 39 0 0 3 0 0 0 25

4月 3 ( ▲ 25.0 ) 24 ( ▲ 54.7 ) 3 24 0 0 3 0 0 0 17

5月 3 ( 0.0 ) 42 ( 50.0 ) 3 42 0 0 1 0 1 1 42

6月 0 ( ▲ 100.0 ) 0 ( ▲ 100.0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

令 7月 0 ( ▲ 100.0 ) 0 ( ▲ 100.0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

和 8月 0 ( ▲ 100.0 ) 0 ( ▲ 100.0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 9月 0 ( ▲ 100.0 ) 0 ( ▲ 100.0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年 10月 0 ( ▲ 100.0 ) 0 ( ▲ 100.0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

度 11月 0 ( ▲ 100.0 ) 0 ( ▲ 100.0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 12月 0 ( ▲ 100.0 ) 0 ( ▲ 100.0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 0 ( ▲ 100.0 ) 0 ( ▲ 100.0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月 0 ( ▲ 100.0 ) 0 ( ▲ 100.0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3月 0 ( ▲ 100.0 ) 0 ( ▲ 100.0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   規  模  別（件 数）

件 数
対前年
増減率

人 員
対前年
増減率

 人員整理  倒 　 産項   目

合　　　　　　　計

平成30年度

◆企業整備状況を前年同月差でみると、件数は同水準 、企業整備人員は14人（50.0％）増加となりました。
　 企業整備人員42人のうち、 男性36人（85.7％）、女性が６人（14.3％）です。
　 年齢構成では、45歳以上の中高年齢者層は42人（100.0％）です。

令和元年度

(注) 県内の公共職業安定所を通じて、５人以上の解雇・雇止めについて事業所からの任意の届出により把握した状況です｡
      企業整備が複数月に亘って実施される場合は、開始月に一括して計上しています。

※▲は、減少である。　※(-)は前年同月の数値が「0」のため計算不可。
※令和７年度の数値は、令和８年３月迄の合計であり、「対前年増減率」の数値は、令和６年度との比較。
※届出の状況により数値が変更となる場合があります。

令和２年度

令和３年度

令和５年度

令和４年度

令和７年度

令和６年度
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最低賃金の履行確保に関する監督指導結果

（令和２年～令和７年）

１　監督指導実施状況

令和７年 令和６年 令和５年 令和４年 令和３年 令和２年

204 150 130 133 141 127

違反事業場数 31 15 17 19 10 18

違 反 率 15.2% 10.0% 13.1% 14.3% 14.2% 18.5%

1,802 1,589 1,513 1,387 1,701 1,168

最低賃金額未満
労 働 者 数

85 64 67 58 40 68

比 率 4.7% 4.0% 4.4% 4.2% 5.8% 4.0%

２　違反事業場の最低賃金認識状況

令和７年 令和６年 令和５年 令和４年 令和３年 令和２年

31 15 17 19 10 18

16 10 12 8 2 10

割 合 51.6% 66.7% 70.6% 42.1% 55.6% 44.4%

13 4 4 9 6 7

割 合 41.9% 26.7% 23.5% 47.4% 38.9% 48.1%

2 1 1 2 2 1

割 合 6.5% 6.7% 5.9% 10.5% 5.6% 7.4%

３　監督実施事業場の最低賃金認識状況

令和７年 令和６年 令和５年 令和４年 令和３年 令和２年

81.4% 87.3% 90.0% 68.4% 65.2% 69.3%

17.6% 12.0% 8.5% 30.1% 33.3% 29.1%

1.0% 1.5% 1.5% 1.5% 1.4% 1.6%

（参考）最低賃金額

最低賃金件名 令和７年 令和６年 令和５年 令和４年 令和３年 令和２年

地    賃 988 938 898 866 838 837

電    気 1,047 997 959 934 914 913

自 動 車 1,029 971 961 938 919 918

（円）

監督対象労働者数

山梨労働局

監督実施事業場数

適用される最低賃金を
知っている

金額は知らないが適用
されるのを知っている

最低賃金が適用される
のを知らなかった。

違 反 事 業 場 数

適用される最低賃金を
知っている

金額は知らないが適用
されるのを知っている

最低賃金が適用される
のを知らなかった。
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1

労使からの意見
聴取について(案)

第２回専門部会において「事業場視察」を実施した際に、
当該事業場の労使から意見聴取を併せて実施。

新型コロナウイルス感染拡大の影響等で、事業場を訪問
して視察を行い、併せて、会議室等をお借りして話を聴
くことは困難。

従来は…（令和元年度まで）

令和２～６年度は…

123



2

事務局（労働局）が事業場を訪問し、
アンケート調査を実施

代替策として…

①アンケート用紙を持参して訪問 →  記載を要請
②再度訪問し、アンケート用紙を回収。
必要に応じて追加ヒアリングを実施。

③結果を取りまとめ、
第１回専門部会及び第２回本審において報告

製造業及び非製造業の２つの事業場
・製造業 … …R2・3及びR4・5は同一事業場（食料品製造業）

R6は切削部品製造業
・非製造業 … R2・3は社会福祉施設（同一事業場）

R4・５は宿泊業(別事業場）、R6は小売業

対象事業場は…

選定基準は…
①県内に本社を置いていること
②特賃ではなく、地賃が適用される事業場
③労働者数50人～100人程度の規模
④非正規労働者を一定程度雇用していること 等
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3

①使用者側
事業の概要、労働者数（内訳・近年の推移）、賃金額、企業内
最賃、最近の景況感、賃金（初任給含む）をどのように決定し
ているか、賃金の改定はどのように行うか、最低賃金について
（制度、金額、見直し、現在の金額に対する感想）、行政及び
審議会への要望 等

②労働者側
最低賃金について（制度、金額、見直し、現在の金額に対する
感想）、近年の給与改定の状況、今後の給与改定の要望、行政
及び審議会への要望

聴取項目は…

①令和７年３月に開催した運営小委員会において、実施方法を検討
→ 会長に一任

②新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移行したが、各企業・
団体での感染防止対策に対する考え方はさまざまであることなど
から、事業場視察については、様子を見ることとする。

③製造業と非製造からそれぞれ１社（合計２社）を選定。
非製造業は最賃の影響を受けやすいと考えられる飲食業もしくは
小売業を優先的に選定する。

今年度の実施方法は…
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労使からの意見聴取
結果について

山梨労働局労働基準部賃金室

令和６年度

【 事 例 １ 】

〇会 社 名：Ａ社（匿名希望）

〇事業の概要
：切削部品製造およびキャリアテープ製造

〇労 働 者 数：52名（男41名、女11名）
正社員45名（男34名、女10名）
パート 7名（男 6名、女 1名）
外国人 0名、障がい者1名
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事例１－１

使用者側からの意見聴取

対象者：総務部総務課係長

所定労働時間・休日、賃金額

〇所定労働時間
正社員：１日８時間00分、週40時間00分
パート：１日８時間00分、週４０時間００分
所定休日：週休2日制

〇賃金額
正社員の最も低い賃金額：月給184,100円

（職種：製造部門）
パート社員の最も低い賃金額：時給1,070円

（職種：品質管理（検査員））
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最近の景況感（新型コロナウイルス感染症の
影響も含む）及び今後の見込み

〇今期の売上計画としては昨年より上昇している。
〇自動車部品及び半導体の景況が改善されてきている。
〇6月から機械設備増設により受注も増加している。
〇しかし、機械増設に伴い改修工事を実施、人員も増員して
いる為費用は増加している。

近年の労働者数の推移

〇若い年齢層の定着率が低く平均年齢は上がってきている。
〇昨年中途入社及び本年4月に機械設備増設に伴い、正規社
員を増員。20代～30代の方が増え平均年齢の上昇は抑え
られた。

〇採用した社員に応募の理由を聞いてみると、
・土日休みである。（子育てするには土日休みが良い）
・会社のホームページを見て働きやすい職場だと思った。
（頻繁にブログを更新し、会社の行事や四季折々の会社
の様子などが発信されている。）

などの理由であった。
〇正規・非正規の比率については正規社員の比率が増加。
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初任給や賃金改定の際に参考とする事項と改定状況①

〇会社で等級表を作成している。
〇新卒については、最終学歴によって判断。
〇中途入社については、最終学歴、年齢及びスキル、また在
職中の従業員との兼ね合いをみて判断。

〇賃金改定をする際には、中小企業の一般的な水準や周辺の
同業種の事業場の求人票などを参考にしているが、大企業
の賃上げには届いていないのが現状。

〇コロナ禍ではなかなか賃金改定ができなかったが、ここ何
年かは毎年改定している。

初任給や賃金改定の際に参考とする事項と改定状況②

〇昨年は、若干ベースアップを実施したが、今年は、物価高
騰の影響を踏まえ昨年より、約4.0％アップした。定期昇
給を含めると約6.0％アップ。

〇今年も昨年度同水準のアップを予定していたが、大手企業
のベースアップ率が報道されたり、物価が高騰しているこ
とから、昨年より高いアップとなった。
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最低賃金に係る認識

〇最低賃金が定められていること、毎年改定されていること
は知っている。

〇最低賃金を下回らないよう意識している。
〇ひと昔前に比べると高いと感じるが、現在の物価状況を見
る限りでは、妥当もしくは少ないのではないかと思ってい
る。

〇近年の市場に対する対応としては、やむを得ない引上げ額
ではあるが、３０円～５０円くらいで抑えてほしい。
雇い入れ側としては年々上がる幅が増えていけば雇用が厳
しくなってくる。

最低賃金が定められていることに
よる企業経営への影響

〇現状、従業員の賃金は最低賃金以上となっているため影響
はない。将来的に賃金が上がった場合には、人件費がコス
トアップすることが考えられる。

人件費・労務費を含めた
適正な価格転嫁の状況

〇電気料金や物価の上昇に対する価格転嫁は、取引先に理解
があり、価格転嫁してもらうことができている。また、当
社も価格転嫁について理解し取引を行っている。しかし、
人件費に対する価格転嫁は難しく実施できていない。
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働き手のスキルアップ、企業の収益アップ・
働く人の賃金アップへの取り組み

〇従業員のスキルアップに対して、外部研修を取り入れてい
る。

〇従業員のスキルが上がることで作業能力が向上し収益アッ
プにつながると考えている。

年収の壁が業務に及ぼす影響

〇全員が社会保険加入。
〇年収の壁にかかる業務への影響はない。

〇コロナ禍では、一部の部署を休業したが、雇用調整助成金
を活用し、雇い止めなどはなかった。

〇業務改善助成金は事業場内の最低賃金が1,070円なので、
対象とならない。

〇機械を導入する際に、当初は、新たに工場の建設を計画し
ていたが、物価高騰などを受けて建設しなかった。その時
も何か活用できる助成金や補助金を探したが、該当するも
のが見つからなかった。

〇助成金などは情報収集していき、活用できるものは活用し
ていきたい。

各種助成金の活用
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最低賃金に関する行政及び
審議会への意見・要望

〇物価が上昇している状況での賃金引上げは必要なのかもし
れないが、その人材を雇用する側が対応できないのであれ
ば意味がない。

〇賃金は上がったが働く場所がないという状況にならない様
にしてほしい。

〇働く側と雇用する側とのバランスが取れた賃金改正を期待
する。

事例１－２

労働者からの意見聴取

対象者：製造部門主任
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最低賃金に係る認識

〇最低賃金制度があること、改定があることなどは、新聞や
マスコミの報道で知っている。

〇罰則付きの法律ということも知っているが、内容までは知
らない。

〇最低賃金の引上げ額、今の山梨県の最低賃金は、昨今の物
価の高騰などを踏まえると少ないと感じる。また、
海外の先進国などと比べると日本の所得は少ないと感じて
いる。

〇最低賃金が定められていると、それより給料が下回らない
という安心感があるが、そもそも最低賃金が全国的に低い
という不安はある。

最低賃金に関する行政等への意見・要望

〇物価などの上昇率と比べるともう少し引上げられても良い
と思う。

〇1200円くらいになると不安感は少なくなると思う。
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【 事 例 ２ 】

〇会 社 名：Ｂ社（匿名希望）

〇事業の概要
：法人向けユニフォーム提案及び販売、ワー
クウエア販売など

〇労 働 者 数：33名（男 8名、女25名）
正社員24名（男 ８名、女16名）
パート 9名（男 0名、女 9名）
外国人 0名、障がい者 0名

事例２－１

使用者側からの意見聴取
対象者：専務取締役及び管理課長
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所定労働時間・休日、賃金額

〇所定労働時間
正社員：１日８時間30分、週40時間00分
パート：シフトによる
所定休日：基本的に土曜日、日曜日、祝日

〇賃金額
正社員の最も低い賃金額：月給177,000円

（職種：営業事務）
パート社員の最も低い賃金額：時給950円

（職種：製造）

最近の景況感
（新型コロナウイルス感染症の影響も含む）

〇ＢtoＢは景況感が変わらないが、ＢtoＣは景況感は悪く
なっている。

〇景況感が悪くなっている要因の一つとして、昨年実施され
たＰａｙＰａｙの割引（ポイント還元付与）や自治体の地
域振興券などの配布が今年はないことが考えされる。

〇コロナ禍では、飲食やホテルなどの取引はがた落ちとなっ
たが、当社の取引先はありとあらゆる業種なので、それほ
ど影響はなかった。
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近年の労働者数の推移

〇全体数は増加。
〇年齢構成は変化なし（20歳～24歳、35歳～39歳が多
い）

〇正規・非正規の比率は変化なし。
〇正規社員は新卒を採用している。労働局が主催するイベン
トにも参加しているが、不調に終わることもある。

〇若者を山梨に就職・定着させるためには、もっと山梨の魅
力をアピールする必要がある。

初任給や賃金改定の際に参考とする事項と改定状況

〇実績をベースにして自社で給与体系を決めている。
〇新卒などの初任給は他社と比べ（ハローワークの求人情報
などを参考）、決定している。

〇給与改定をする際には、非正規社員は最低賃金額を参考に
している。正規社員は会社の利益、実績評価、また、春闘
結果などの世間の情勢を参考にしている。

〇今年は、正規社員は定期昇給も含めて3,000円～8,000
円/月、非正規社員は20円～80円/時間アップした。
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最低賃金に係る認識

〇最低賃金が定められていること、毎年改定されていること
は知っている。

〇法令遵守の観点、年収の壁の観点から、最低賃金は普段か
ら意識している。

〇最近の物価高を考えると、938円は安いが年収の壁もあ
り悩ましいところである。

〇最低賃金のアップ率が高いと思うが、昨今の物価高だとや
むを得ないことだと思っている。

最低賃金が定められていることに
よる企業経営への影響

〇生産性が上がり賃金を上げるという流れが良いのだが、生
産性が上がらなくても、最低賃金が上がりそれに伴い、賃
金を上げることになると、経営状態を圧迫してしまう。

働き手のスキルアップ、企業の収益アップ・
働く人の賃金アップへの取り組み

〇山梨県の「３ＵＰ」に賛同している。
〇スキルアップのためにセミナーなどに参加。
〇業務改革や働き方改革の推進に力を入れている。
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人件費・労務費を含めた
適正な価格転嫁の状況

〇仕入金額が上がった場合は、それを販売価格に転嫁する
ことはできるが、当社の人件費が上がった分は価格転嫁で
きていない。

〇仕入金額には仕入先の会社の人件費の価格転嫁がなされて
いる可能性もあるが、確認することはできない。

年収の壁が業務に及ぼす影響

〇業務時間調整が必要になり、調整業務を行うことにより、
通常業務に影響がある。

〇毎年10月以降に業務時間を調整する社員がおり、調整に
より社員が出勤しない場合は、周りの社員に負担がかかる。

〇年収に関係なく、課税、社会保険を支払う制度になれば、
年収の壁を気にしなくて働けると思う。ただ、助成や保障
の仕組みを充実させて、就労者や会社を支える必要はある。
その場合も複雑ではなく使いやすいものでなければならな
い。
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〇キャリアアップ助成金は何度か申請したことがある。
〇以前、設備を整えるときに業務改善助成金のことも視野に
入れて検討したが、結局、その設備を入れると生産性が悪
くなるかもしれないという結論になった。

〇総体的に助成金の制度や手続きはわかりづらいと感じてい
る。

各種助成金の活用

最低賃金に関する行政及び
審議会への意見・要望

〇年収の壁の問題がなくなったうえで、賃金アップになるよ
うにしていただけるとよい。
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事例２－２

労働者からの意見聴取

対象者：商品グループ

（パート社員）

最低賃金に係る認識

〇最低賃金制度があること、毎年改定があることは、テレビの
ニュースで報道されるので知っている。
〇今の最低賃金額は知らない。ニュースで報道されたときに、
「自分は最低賃金以上だ」と思うくらいなので、金額は気にし
ていない。
〇最低賃金の引上げは、小刻みに行われていると思う。でも、
上がっていることは良いこと。物価も上がっているので賃金
が上がるのは助かる。
〇物価が上がっているので、最低賃金額938円は安い。1,000
円になれば、「安い」と思わない。
〇会社によって差が出てしまうので、法律で最低賃金が定めら
れていることは良いと思う。
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年収の壁について

〇年収の壁（130万円）を意識して就労調整している。
〇扶養から外れてしまうと社会保険をかけなければならない
ので、外れないようにしている。

〇130万円を超えた場合は、長時間働かないと、収入がマ
イナスになる。

〇同僚には106万円を意識して就労している人もいる。
〇年収の壁の130万円をもっと広げてくれればよいと思う。

給与改定に関する要望
最低賃金に関する行政等への意見・要望

〇扶養の範囲内（年収の壁）で働いているので、賃金（給
与）が上がったところで生活は潤わないが、上がらない
とモチベーションが上がらない。
この矛盾にモヤモヤしている。
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１　会社概要

（１）事業の概要

（２）労働者数

全社　　　名（男　　　名・女　　　名）

（３）賃金額

（４）労働時間・休日

３　近年の労働者数の推移（全体数の変化、年齢構成の変化、正規・非正規の比率の変化等）

２　最近の景況感（新型コロナウイルス感染症の影響も含む）及び今後の見込み

所定労働時間

正社員：１日　　　時間　　　分、　週　　　時間　　　分

パート：１日　　　時間　　　分、　週　　　時間　　　分

所定休日

山梨労働局

最低賃金に関するアンケート（使用者用）（案）

内　正社員　　　名（男　　　　名・女　　　　名）
　
　　パート　　　名（男　　　　名・女　　　　名）
　
　　外国人　　　名、障がい者　　　　名

正社員の最も低い賃金額　　　　　　月給　・　日給　・　時給　　　　　　　　円

職種（　　　　　　　　　　　　）

パート社員の最も低い賃金額　　　　月給　・　日給　・　時給　　　　　　　　円

職種（　　　　　　　　　　　　）
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４　新卒、中途採用及び非正規社員等の初任給を決定する際に参考とする事項

５　正規社員及び非正規社員の給与を改定する際に参考とする事項等

６　昨年及び今年の賃金改定状況（予定を含む）について

７　山梨県最低賃金について
（１）最低賃金が定められていることを知っていますか？
　　　ａ　知っている　　　ｂ　知らない

（２）最低賃金は毎年改定されていることを知っていますか？
　　　ａ　知っている　　　ｂ　知らない

（３）山梨県最低賃金額を普段意識していますか？
　　　ａ　意識している　　ｂ　意識していない

         その理由は何ですか?
        （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（４）現在の山梨県最低賃金額（１時間９８８円）に対する感想・意見
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11　最低賃金に関する行政及び審議会への意見・要望等

（５）近年の最低賃金の改定状況に対する感想・意見（引き上げ額 H29:25円、H30:26円、
　　R元:27円、R2:1円、R3:28円、R4:32円、R5:40円、R6:50円）

８　最低賃金額が法律で定められていることによる企業経営への影響の有無（　有　・　無　）
　　有りの場合、その具体的な内容（非正規社員を雇いにくい、コストアップにつながる等）

　　（今年度の最低賃金の改正に関する意見・要望も御記入ください。）

12　公開について（※いずれの場合も回答者の氏名は非公開）

  ａ　社名の公開可

  ｂ　社名の公開不可

（回答者の職氏名）

9　人件費・労務費を含めた適正な価格転嫁が行われているか

10　働き手のスキルアップ、企業の収益アップ、働く人の賃金アップにつながる
　　取り組みを行っているか。行っている場合は取り組まれている内容をご記載ください。
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１　最低賃金が定められていることを知っていますか？

ａ　知っている

ｂ　知らない　　　→（以下５の質問へ）

２　最低賃金は罰則付きの法律（最低賃金法）で定められていることを知っていますか？

ａ　知っている

ｂ　知らない

３　山梨県における最低賃金がいくらか、具体的な金額を知っていますか？

ａ　知っている

ｂ　知らない

４　最低賃金は毎年見直しが行われていることを知っていますか？

ａ　知っている

ｂ　知らない

ａ　安い

ｂ　高い

ｃ　適正である

裏面へ→

＊そのように思う理由
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

山梨労働局

最低賃金に関するアンケート（労働者用）（案）

５　最低賃金は、H29年に25円、H30年に26円、R元年に27円、R2年に1円、R3年
に28円、R4年に32円、R5に40円、R6に50円の引き上げがなされていますが、この
ことについて、どのように思いますか？

６　山梨県最低賃金は、現在、１時間９８８円ですが、この金額についてどのように感じ
　ますか？
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７　最低賃金が法律で定められていることについて、どのように思いますか？

９　最低賃金に関する行政等への意見・要望

    （例  賃金が安くなりすぎないのでよい、賃金は採用時に労使で自由に決めればよいの
        で不要である　等）

８　近年の給料の改定状況及び今後の給料改定に関する要望

　　（今年度の最低賃金の改正に関する意見・要望も御記入ください。）
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令和７年度業務改善助成金のご案内

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向
上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業場内最低賃金
の引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入､コンサルティン
グ､人材育成･教育訓練など

業務改善助成金を支給
（最大600万円）

業務改善助成金とは？

助成上限額や助成率などの
詳細は中面をチェック！

対象事業者・申請の単位

※ 事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、
事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

• 中小企業・小規模事業者であること（大企業と密接な関係を有す
る企業（みなし大企業）でないこと）

• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立て、
（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は
裏面をチェック！

別々に
申請

工場A 事務所B

計画の承認
と実施

事業完了期限賃金引き上げ期間申請期間

令和８年１月31日
令和７年５月１日～
令和７年６月30日

令和７年４月14日～
令和７年６月13日

第１期

令和８年１月31日

令和７年７月１日～
申請事業場に適用され
る地域別最低賃金改定

日の前日

令和７年６月14日～
申請事業場に適用され
る地域別最低賃金改定

日の前日

第２期

申請期限と賃金引き上げの期間

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。（ただし、業務改善助成金では、雇入れ後６か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げてい

ただく必要があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金（国が例年10月以降に改定する都道府県単位の最低賃金額）と同様、最低賃金法第４条及

び最低賃金法施行規則第１条又は第２条の規定に基づいて算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用環境・均等部室または賃金課室までお尋ねください。

※第３期以降の募集を行う場合、別途HPにてお知らせいたします。

149



助成上限額・助成率

助成上限額

引き上げる
労働者数

事業場内
最低賃金の
引き上げ額

コース
区分

事業場規模
30人未満の
事業者

右記以外
の事業者

6 0 万 円3 0 万 円１人

30円以上
30円
コース

9 0 万 円5 0 万 円２～３人

1 0 0 万 円7 0 万 円４～６人

1 2 0 万 円1 0 0 万 円７人以上

1 3 0 万 円1 2 0 万 円10人以上※

8 0 万 円4 5 万 円１人

45円以上
45円
コース

1 1 0 万 円7 0 万 円２～３人

1 4 0 万 円1 0 0 万 円４～６人

1 6 0 万 円1 5 0 万 円７人以上

1 8 0 万 円1 8 0 万 円10人以上※

1 1 0 万 円6 0 万 円１人

60円以上
60円
コース

1 6 0 万 円9 0 万 円２～３人

1 9 0 万 円1 5 0 万 円４～６人

2 3 0 万 円2 3 0 万 円７人以上

3 0 0 万 円3 0 0 万 円10人以上※

1 7 0 万 円9 0 万 円１人

90円以上
90円
コース

2 4 0 万 円1 5 0 万 円２～３人

2 9 0 万 円2 7 0 万 円４～６人

4 5 0 万 円4 5 0 万 円７人以上

6 0 0 万 円6 0 0 万 円10人以上※

助成上限額

４/５1 , 0 00円未満

３/４1 , 0 00円以上

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる
場合に対象になります。

事業場内最低賃金である労働者

事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者が

「引き上げる労働者」に算入されます。

（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金1,000円の事業場で30円コースを申請する場合＞

Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可

Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

申請事業場の事業場内最低賃金が
1,000円未満である事業者

賃金
要件

①

原材料費の高騰など社会的・経済的環
境の変化等の外的要因により、申請前
３か月間のうち任意の１か月の利益率
が前年同月に比べ３％ポイント※以上
低下している事業者

物価
高騰等
要件

②

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセ
ントで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②に該当する場合は、助成
対象経費の拡充も受けられます。

物価高騰等要件に該当する事業者は、一定の
自動車の導入やパソコン等の新規導入が認め
られる場合があります。詳しくはP3の「助
成対象経費の特例」をご覧ください。
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賃金引き上げに当たっての注意点

• 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げて
いただく必要があります。

• 引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要があります。
• 複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められないので、ご注意ください。

（例）10月1日に新しい地域別最低賃金（1,000円→1,050円）が発効される場合

発効日の前日（9月30日）までに事
業場内最低賃金の引き上げ（1,005
円→1,050円）を完了（※）

発効日の当日（10月１日）に
事業場内最低賃金の引き上げ
（1,005円→1,050円）を実施

対象外対象！

助成対象経費の特例

特例事業者のうち、②物価高騰等要件に該当する場合、通常は、助成対象外となるパソコン等や一部の
自動車も助成対象となります（パソコン等は新規導入に限ります。）。

特例事業者
（②のみ）

一般
事業者

助 成 対 象 経 費

〇〇生産性向上に資する設備投資等

〇×
生産性向上に資する設備投資等のうち、

• 定員７人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車
• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

※ 併せて、就業規則等に事業場内最低賃金が1,050円である
旨、定めていただく必要があります。

対象となる設備投資など

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。

対 象 経 費 の 例経 費 区 分

• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

機器・設備の導入

国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し経営コンサルティング

顧客管理情報のシステム化その他

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と
助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

＜例＞
○事業場内最低賃金が980円
→助成率4/5

○8人の労働者を1,070円まで引上げ（90円コース）
→助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

480万円
(＝600万円×4/5)

450万円
(＝助成上限額)＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）
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注意事項・お問い合わせ等

業務改善助成金 検 索

• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。
• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 同一事業場の申請は年度内１回までです。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低
賃金の引き上げに取り組む方に、設備
資金や運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日
本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ
ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R7.4）

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

• 事業主単位での申請上限600万円までとなりました。
• 大企業と密接な関係を有する企業（みなし大企業）は対象外となりました。
• 基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「３か月以上」から「６か月以上」になりました。
• 事業完了期限が、2026（令和８）年１月31日※になりました。

※やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により、2026（令和８）年３月31日とできる場合があります。

助成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。
労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。
事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審
査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

令和６年度からの主な変更点

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」

最新の要綱・要領やQ&A（「生産性向上のヒント集」）、
申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト

全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、
サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取
組事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 ９:０0～17:００）

交付申請

交付申請書・事業実施
計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を
審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って
事業を実施

（賃金の引き上げ、設備の
導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告
書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、
適正と認められれば交付額の確定

と助成金の支払いを実施

助成金受領

ここで助成金が
振り込まれます
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